
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
二

八
交
換
の

交
換
に
関
す
る

（
原
稿
誤
り
）

三
一
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
中

「寸法のものとする。）」
は

「寸法とする。）」
の
誤
り
。

（
原
稿
誤
り
）

一
七
下

一
七
二
十
五
日

二
十
四
日

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
七
下

二
〇
二
十
五
日

二
十
四
日

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

六
上

一
七
令
和
七
年

令
和
十
七
年

令和年月日 金曜日 第号官 報

令
和
七
年
四
月
十
四
日
官
庁
報
告
欄
官
庁
事
項
の
部

（
中
国
地
方
整
備
局
公
示
）

令
和
三
年
四
月
八
日
（
号
外
第
八
十
二
号
）
外
務
省
告

示
第
百
二
十
四
号
（
マ
リ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
リ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡

の
交
換
に
関
す
る
件
）

令
和
三
年
四
月
八
日
（
号
外
第
八
十
二
号
）
外
務
省
告

示
第
百
二
十
三
号
（
バ
マ
コ
特
別
区
に
お
け
る
技
術
・
職

業
教
育
校
機
材
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本

国
政
府
と
マ
リ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関

す
る
件
）

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
（
号
外
第
五
十
八
号
）
公
布

防
衛
省
令
第
五
号
（
自
衛
隊
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

令
和
六
年
十
二
月
五
日
目
次
欄
中

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
（
旧
日
鉄
カ
ー
ボ

ン
株
式
会
社
制
度
）
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働

大
臣
の
承
認
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
規
約
型
確

定
給
付
企
業
年
金
（
旧
日
鉄
カ
ー
ボ
ン
株
式
会
社
制
度
）

に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令

和
七
年
五
月
八
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
三
番
一
号

日
鉄
ケ
ミ
カ
ル
＆
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
確
定

給
付
企
業
年
金
（
旧
日
鉄
カ
ー
ボ
ン
株
式
会
社

制
度
）

清
算
人

井
原

加
恵

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
四
百
五
十
一
万

九
千
百
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0061/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｊ
Ｍ
メ
ン
サ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
十
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0056/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｊ
Ｍ
カ
リ
ー
ナ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
億
四
千
九
十
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0074/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｊ
Ｍ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
千
七
百
八
十
一
万

三
千
四
百
五
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/g

84m
p
6r8

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル

ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

内

Ｕ
ｎ
ａ
ｇ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

レ
イ
ノ
ル
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
・

ロ
ナ
ル
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
千
二
十
二
万
七
千

六
百
六
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/v

d
u
n
fe56

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル

ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

内

Ｋ
ｕ
ｊ
ｉ
ｒ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

レ
イ
ノ
ル
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
・

ロ
ナ
ル
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
三
千
七
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0040/in

d
ex
.

h
tm
l

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

N
S
Y
o
k
o
h
a
m
a
In
v
estm

en
t 特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所

有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
六
月
十
日

ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

N
S
Y
o
k
o
h
a
m
a
In
v
estm

en
t 特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
確
定

給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期

間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
七
年
五
月
九
日

大
阪
府
大
阪
市
天
王
寺
区
清
水
谷
町
四
番
一
二
号

株
式
会
社
木
内
計
測

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

岡
村

祐
二

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0060/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｕ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠
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明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

発行所
〒

一
〇
五

八
四
四
五

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目

二
番
五
号

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
電 話
03
(3587)
4294
定 価
一

ヵ
月
一
、六
四
一
円(

本
体
一
、五
二
〇
円)

本
号
一
部

一
四
三
円(

本
体

一
三
〇
円)

(

配

送

料

別)

◉
号
外

一
月
十
日
付
第
五
号
一
二
八
ペ

月
二
十
八
日
付
衆
会
第
一
号
一

ー
ジ

同
日
付
政
府
調
達
第
五
号
一
二
八
ペ
ー
ジ

六
年
十
一

六
ペ
ー
ジ

令和年月日 金曜日 第号官 報 
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